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白川町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の一部を改正する訓令 

 

白川町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱（平成２２年白川町訓令甲第５号）の一部

を改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（補助金の額） （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、次の各号に定める

とおりとする。 

第４条 補助金の額は、次の各号に定める

とおりとする。 

(1) 建築物耐震診断事業 (1) 建築物耐震診断事業 

ア 事業に要する費用（消費税及び地方

消費税を含めない。以下同じ。）

は、一戸建ての住宅については１３

６，０００円／戸を限度とし、一戸

建て住宅以外の建築物については次

に定める額を限度とする。ただし、

特定建築物以外の建築物について

は、次に定める額又は１棟当たり

１，５７０，０００円のいずれか低

い額を限度とする。 

ア 事業に要する費用（消費税及び地方

消費税を含めない。以下同じ。）

は、１戸建ての住宅については１３

４，０００円／戸を限度とし、１戸

建て住宅以外の建築物については次

に定める額を限度とする。ただし、

特定建築物以外の建築物について

は、次に定める額又は１棟当たり１

５０万円          のいずれか低い

額を限度とする。 

(ア) 延べ床面積１，０００平方メー

トル以内の部分は１平方メートル

当たりの単価３，６７０円以内 

(ア) 延べ床面積１，０００ｍ２    

    以内の部分は１ｍ２        

当たりの単価３，６００円以内 

(イ) 延べ床面積１，０００平方メー

トルを超えて２，０００平方メー

トル以内の部分は１平方メートル

当たりの単価１，５７０円以内 

(イ) 延べ床面積１，０００ｍ２    

    を超えて２，０００ｍ２     

   以内の部分は１ｍ２        当

たりの単価１，５４０円以内 

(ウ) 延べ床面積２，０００平方メー (ウ) 延べ床面積２，０００ｍ２    



改 正 後 改 正 前 

トルを超える部分は１平方メート

ル当たりの単価１,０５０円以内 

    を超える部分は１ｍ２       

 当たりの単価１，０３０円以内 

イ （略） イ （略） 

(2) 木造住宅に係る住宅耐震補強工事 (2) 木造住宅に係る住宅耐震補強工事 

ア 事業に要する費用は、１戸当たり

１，２００，０００円を限度とし、

耐震補強に関する設計費用及び工事

監理費用を含むものとする。 

ア 事業に要する費用は、１戸当たり１

２０万円          を限度とし、耐

震補強に関する設計費用及び工事監

理費用を含むものとする。 

イ （略） イ （略） 

(3) 特定建築物等耐震補強工事 (3) 特定建築物等耐震補強工事 

ア 特定建築物の事業に要する費用は、

建築物の耐震補強に要する費用に

０．２３を乗じて得た額とする。た

だし、免震工法等特殊な工法による

場合は、対象建築物の延べ面積に１

平方メートル当たりの単価８３，８

００円を乗じ、さらに０．２３を乗

じて得た額を限度とし、その他の工

法による場合は、対象建築物の延べ

面積に１平方メートル当たりの単価

５１，２００円を乗じ、さらに０．

２３を乗じて得た額を限度とする。 

ア 特定建築物の事業に要する費用は、

建築物の耐震補強に要する費用に

０．２３を乗じて得た額とする。た

だし、免震工法等特殊な工法による

場合は、対象建築物の延べ面積に１

ｍ２        当たりの単価８２，３

００円を乗じ、さらに０．２３を乗

じて得た額を限度とし、その他の工

法による場合は、対象建築物の延べ

面積に１ｍ２        当たりの単価

５０，３００円を乗じ、さらに０．

２３を乗じて得た額を限度とする。 

イ 緊急輸送道路沿道建築物の事業に要

する費用は、対象建築物の延べ床面

積に１平方メートル当たりの単価５

１，２００円を乗じた額を限度とす

る。ただし、免震工法等特殊な工法

による場合は対象建築物の延べ床面

積に１平方メートル当たりの単価８

２，３００円を乗じた額を限度とす

る。 

イ 緊急輸送道路沿道建築物の事業に要

する費用は、対象建築物の延べ床面

積に１ｍ２        当たりの単価５

０，３００円を乗じた額を限度とす

る。ただし、免震工法等特殊な工法

による場合は対象建築物の延べ床面

積に１ｍ２        当たりの単価８

２，３００円を乗じた額を限度とす

る。 

ウ （略） ウ （略） 

２ 前項第２号の事業のうち、第３条第２

号ウ（ア）については、社会資本整備計

画による基幹事業（住宅・建築物安全ス

トック形成事業）により社会資本整備総

合交付金（防災・安全交付金）の活用が

２ 前項第２号の事業のうち、第３条第２

号ウ（ア）については、社会資本整備計

画による基幹事業（住宅・建築物安全ス

トック形成事業）により社会資本整備総

合交付金（防災・安全交付金）の活用が



改 正 後 改 正 前 

可能な場合に限り、事業に要する費用に

０．４    を乗じて得た額（１，０００

円未満の端数は切り捨てる。）、又は５

７５，０００円／戸のいずれか低い額を

限度として上乗せする。この場合におい

て、前項第２号アで規定する事業に要す

る費用の限度については、適用しない。

（次項において同じ。） 

可能な場合に限り、事業に要する費用に

０．１１５を乗じて得た額（１，０００

円未満の端数は切り捨てる。）、又は４

１１，０００円／戸のいずれか低い額を

限度として上乗せする。この場合におい

て、前項第２号アで規定する事業に要す

る費用の限度については、適用しない。

（次項において同じ。） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（実施計画の変更等） （実施計画の変更等） 

第６条 前条第２項の規定による承諾を得

た者（以下「補助対象者」という。）

は、当該計画の内容を変更又は中止しよ

うとするときは、実施計画変更・中止届

出書（様式第４号）を町長に提出し、そ

の承諾を得なければならない。 

第６条 前条第２項の規定による承諾を得

た者（以下「補助対象者」という。）

は、当該事業の内容を変更又は中止しよ

うとするときは、実施計画変更・中止届

出書（様式第４号）を町長に提出し、そ

の承諾を得なければならない。 

２ （略） ２ （略） 

 

   附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 


